
標準的な健治・保健指導プログラム（暫定版）  修正案  

b、首 ≡l  表5 保健指導の評価方法（例）  

評価損目  評価項目  

対象  評価指標   五平価手段   ．1I揃；．三‡  評価  対象    （S）ストラクチャー   害平価指標   喜平価手段   評価時期  

（P）プロセス  （根拠資料）  責任壱  （P）プロセス  （根拠資料）  責任者  

（○）アウトカム  （○）アウトカム  

（P）意欲向上   行動変容ステージ  質問票、観察  6ケ月後、1年  保健指  （P）憲欲向上   1年   

個人  （準備状態）の変  自己管理シート  後   導実硝    （P）知識の獲得   後  専実施  

（P）運動・食事・喫煙・  化  者（委託  （P）運動・食事・喫煙t  化  者（要害毛  

飲食等の行動変容  生活習慣改善状況  先を含  飲食等の行動変容  生活習慣改善状況  先を含  

（P）自己効力感  む）  （P）自己効力感  む）  

（0）理診データの改善  肥満度（腹囲・BMl  1年後  1分‾  1年後  

など）、血；夜検査  積極的支援で  など）、血液検査  積極的支援て  
（鳩・脂賃）、メタホーリ  は計画した経  （糖・脂質）、メタホ■リ  は害十画し7三経  

ックシンドロームのリスク個  過観察時（3～  ッ叩ソトー0一山のリスク個  過観察時（3～  

赦  6ケ用後）  数  6ケ月後）  

禁煙   禁煙   
（P）運動・食事・喫煙・  生活習慣改善度  質問票、閻寧  1年後、3年後  保健指  ヒ  
飲食等の行動変容  自己管理シート  集団   自己管理シート  導実施  

者（委託  者（委託  

（○）対象者の健康状態  肥満度（腹囲・BMl  健吉多データ   先を含  （○）対象者の健康状態  肥満度（腹囲・8MJ  健診データ   先を含  
の改善   なと）、血液検査  後、5年後  の改善   など）、血液検査  後、5年後  む）  

（糖・脂質）、メタホ’リ  （糖・脂巽）、メタ釘リ  及び  
ブクシント0－ム苔・予備  ックシソト●ローム者・予備  医療保  
群の割合、宗煙  群の割合、禁煙  険吾  
（職1或）休業日数・長  （招l或）休業日敷・長  

期休業率   朋休業率   

（0）対象者の生活習慣  レセプト   3年後、5年後  （○）対象者の生活習慣  レセプト  3年後、5年後  

病関連医原斉   病関連医療賛   

（P）保健指導のスキル  生活習慣改善度  指導過程（記録）  指導縄了後に  某健指導  b－  
事業  の振り返り   事業   の振り返り   カンプアレン  箱 書  

支援材料  カンファレンス  スをもつなど  （委託先  支援材料  カンファレンス  スをもつなど  （委託先  

（P）保健指導の記録  ピアレビュー  する   含む）  （P）保健指導の書己鐸  ビアレビュー  する   含む）  

（S）社会資源を有効に  社会資源（施設・  社会資源の活用  1年後   医原保  （S）社会資源を有効に  社芸資源（施設・  社会資源の活用  1年後   医標保  

効率的に活用して、実施  人材・財源等）の  状況  隈吾  効率的に活用して、実相  人材・財源等）の  状況  険専  

したか（委託の甥合、委  委託状況  したか（委託の場合、委  委託状況  

託先が提供する資源が  託先が提供する資源が  

適切であったか）   適切であったか）   

（P）対象者の選定は適  受言参考に対する保  質問票、観察、  1年後  （P）対象者の選定は適  受診者に対する保  質問票、観察、  1年後  

切であったか  健指導対象者の割  切であったか  硬指導対象者の割  
（P）対象者に対する支  （P）対象者に対する支  

ほ方法の選択は適切で  援方法の選択は適切で  

あったか  満足度   あったか  満足度   

（P）対象者の満足度  （P）対象者の満足度  

（委託の場合、委託先が  （委託の場合、委託先が  

行う保健指導の実施が  行う保健指導の実施が  
適切であったか）  適切であったか）  

（0）各対象者に対する  目事宗達成率   質問票、観察、  1年後  （0）各対象者に対する  目標達成率   質問票、観察、  1年後  

行動日標は適切に設定  行動日標は適切に設定  

されたか、積極的に健  されたか、積極的に躍  
言多・保健指導を受ける   診・保健指導宅受ける   

吊絹  （○）全体の健康状態の  死⊂率、要介護率、  死⊂、疾病統計、  毎年   医療保   最 繕  （○）全体の湿康状態の  死⊂率、要介護率、  死⊂、疾病統計、  毎年   医療保  

評価  改善   有病者、予備群、  5年後、  検者  評価  青病者、予肩群、  5年後、  検者  

育所見率など   10年後  青所見率なと   10年後  

（○）医療費適正化効果  生活習慣病関連医  （○）医療芦適正化効果  生活習慣病関連医  
療費   原資   
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

第5章 地域・職域における保健指導   

（1）地域保健と職域保健の保健指導の特徴  

1）対象の生活の濁に応じた保健指導  

地土或保健は、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地上或の対象   

者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣なとの生活環境や社会的要因   

なとの影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。  

一方、職域保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。職t或で   

は、対象者は一日の大半を職場で過こしているため、対象者の健康は配置や   

作業状況など職場の環境に影響を受ける。そのため、対象者の健康問題と職   

場の環境や職場の健康課題を関連つけた保健指導が展開されている。  

しかし、地域の対象の中には労働に従事している青もいることや、まだ労   

働者も職場を離れれば地域の生活者でもある。そのため、生活と労働の視点   

を併せた保健指導を展開していくことが必要である。   

2）組織体制に応じた保健指導  

地域では、それぞれの市町村が、財政状況や人的資源、社会資源などが異   

なっているため、提供できるサービスやその方法は異なり、■保健指導はそれ   

ぞれの体制、方法で展開している。市町村では、ポピュレーションアプロー   

チは盈皇部門で行うことになることから、健診・保健指導を効果的に実施す   

るためには、国保部門と衛生部門が十分な連携を取って保健指導を展開する   

必要がある。  

一方、職域でも財政状況や人的資源、社会資源などか異なるため、保健指   

導はそれぞれの体制、方法で展開している。加えて、職土或では特に労働者の   

健康について、事業主によりその展開は異なる。効果的な生活習慣病予防の   

保健指導の展開には、事業者⊥人事労持担当者、職場管理職等）が労働者の   

健康を価値あるものと考えることが重要であり、それらの育と連携し、職場   

における健康支援の意義や就業時間内の実施等への理解を得る必要性があ   

る。  

3）対象者に対するアクセス  

地Ⅰ或でほ、健診後の保健指導については、対象が地域住民であるが、労働   

に従事している青もおり、健診とは別の機会に健診の結果説明会を計画して   

も、保健指導が必要な対象者が集まりにくく、時間、場所などを考慮する必   

要がある。また、宋受診者については、職域と比較して対応が困難な場合が   

多い。地域では、末受診者に対する確実な対応として最も効果的と考えられ   

る家庭訪問は、人的資源の問点から訪問できる対象者が限られ、また効率性   

の問題もあり、末受診者に十分な対応が行われにくいという特徴がある。   

第5章 地域・職域における保健指導   

（1）地域保健と職域保健の保健指導の特徴  

1）対象の生活の壕に応じた保健指導  

地域保健は、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地域の対象   

者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣などの生活環境や社会白勺要因   

などの影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。  

一方、職工或保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。職域で   

は、対象者は一日の大半を職場で過こしているため、対象者の健康は配置や   

作業状況など職場の環境に影響を受ける。そのため、対象者の健康問題と職   

場の環境や職場の健康課題を関連つけた保健指導が展開されている。  

しかし、地1或の対象の中には労働に従事している青もいることや、また労   

働者も職場を離れれば地域の生活者でもある。そのため、生活と労働の視点   

を併せた保健指導を展開してい＜ことが必要である。  

2）組織体制に応じた保健指導  

地域では、それぞれの市町村が、財政状況や人的贅源、社会資源などが異   

なっているため、提供できるサービスやその方法は異なり、保健指導はそれ   

ぞれの体制、方法で展開している。市町村では、ポピュレーションアプロー   

チは一般行政部門で行うことになることから、健診・保健指導を効果白引こ実   

施するためには、国保部門と衛生部門が十分な連携を取って保健指導を展開   

する必要がある。  

一万、職域でも財政状況や人的資源、社会資源なとが異なるため、保健指   

導はそれぞれの体制、方法で展開している。加えて、職域では特に労働者の   

健康について、事業主の価値観によりその展開は異なる。効果的な生活習慣   

病予防の保健指導の展開には、事業者⊥人事労務担当者⊥職場管理職等が労   

働者の健康を価値あるものと考えることが重要であり、それらの者と連携   

し、職場における健康支援の意義や就業時間内の実施等への理解を得る必要   

性がある。  

3）対象者に対するアクセス  

地域では、健診後の保健指導については、対象が地域住民であるが、労働   

に従事している者もおり、健診とは別の機会に健診の結果説明会を計画して   

も、保健指導が必要な対象者が集まりにく＜、時間、場所などを考慮する必   

要がある。また、未受診者については、職域と比較して対応が困難な揚合が   

多い。地域では、末受診者に対する確実な対応として最も効果的と考えられ   

る家庭訪問は、人的資源の観点から訪問できる対象者が限られ、また効率性   

の問題もあり、末受診者に十分な対応力て行われにくいという特徴がある。  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

一方、職域では対象者が職場に存在する場合もあるが、業種によっては、   

一定の場所に集まっているわけではなく、また、業拐に従事しているため保   

健指導が受けにくい状況もある。臓1或では、健診・保健指導の実施前から質   

問票を配布し、健診当日に的確な保健指導、さらには健康教育につなげるこ   

とができる場合もあるが、すべての労働者に保健指導が実施できない場合も   

あり、状況に応じて複数年度での対応や末受診者への対応など、職域ことの   

保健指導の実施体制を考慮した効果的な保健指導を行う必要がある。さら   

に、データを経年的に管理し、過去の推移を考慮した指導を展開することや、   

健診前に質問票を配布・回収し、より個別的で具体的な指導を展開すること   

をエ夫すれば、効果白勺な保健指導を展開していくことが可能である。   

今後、医療保険者が健診・保健指導を行うことから宋受診者や保健指導を   

受けない者の把よ軋ま容易になるが、地域・職域いずれにおいてもアクセスの   

問題が残ることになる。  

4）保健指導の評価  

地土或では、地土或住民全体を対象として評価を行ってきたが、今後は医療保   

険者が健診・保健指導を実施し、データも医療保険者が管理することとなる。   

このことにより、市町村単位で地域住民の健康課題を分析・評価するために   

は、市町村と医療保険者の連携が重要となる。  

一万、職工或が実施する保健指導は、就労上の配慮等に重点が置かれており、   

かつ職住地土或が異なるため、地域における生活習慣病予防に関する健康喜果題   

とのつながりが持ちにくく、地域特性を含めて評価する視点に欠けることも   

ある。今後は、保険者協議会や地土或・職工或連携推進協議会の活動を進め、県   

単位、地土或単位での評価を行う必要がある。  

5）ポピュレーションアプローチと社会資源の活用による支援  

保健指導をより効果白勺に行うためには、先に述べた地上或特性との関連で支   

援することはもちろん、ポピュレーションアプローチを併用させ複合的に行   

うことや社会資源を医師、保健師、聯割善し、   

効栗的に活用することが必要であり、地上或では比較的容易に併用、または活   

用することができる。   

職工或では、対象者が職場に存在することからポピュレーションアプローチ   

の取り組みは容易であるが、職場内の活用できる資源が限られることから、   

効果的な実施力咽難な場合もある。近年、保健指導後のフォローアップカー必   

要であり、それぞれの事業所での社会資源が不十分な場合には、対象者が生   

活している地域の社会資源の活用も考慮されるようになってきている。しか   

し、労働者の就業時間などの観点からは、地域の社会資源が現実的に活用し   

にくいことも多い。今後は、地域と有機的な連携をとりながら社会資源を効   

率的に活用していくことが必要である。   

一万、職域では対象者が職場に存在する場合もあるが、業種によっては、   

一定の場所に集まっているわけではなく、また、業務に従事しているため保   

健指導が受けにくい状況もある。職工或では、健診・保健指導の実施前から質   

問票を配布し、健診当日に的確な保健指導、さらには健康教育につなげるこ   

とができる場合もあるが、すべての労働者に保健指導が実施できない場合も   

あり、状況に応じて複数年度での対応や末受診者への対応など、職工或ことの   

保健指導の実施体制を考慮した効果的な保健指導を行う必要がある。さら   

に、データを経年的に管理し、過去の推移を考慮した指導を展開することや、   

健吉多前に質問票を配布・回収し、より個別白勺で具体的な指導を展開すること   

を工夫すれば、効果的な保健指導を展開してい＜ことが可能である。   

今後、医療保険者が健吉多・保健指導を行うことから末受診者や保健指導を   

受けない者の把握は容易になる力て、地Ⅰ或・職Ⅰ或いずれにおいてもアクセスの   

問題が残ることになる。  

4）保健指導の評価  

地域では、地域住民全体を対象として評価を行ってきたが、今後は医療保   

険者が健吉多・保健指導を実施し、データも医療保険者が管理することとなる。   

このことにより、市町村単位で地主或住民の健康課題を分析・評価するために   

は、市町村と医療保険者の連携が重要となる。  

一方、職域か実施する保健指導は、就労上の配慮等に重点が置かれており、   

かつ職住地域が異なるため、地域における生活習慣病予防に関する健康課題   

とのつながりが持らにくく、地域特性を含めて評価する視点に欠けることも   

ある。今後は、保険者協議会や地土或・職工或連携推進協議会の活動を進め、県   

単位、地主或単位での評価を行う必要がある。   

5）ポピュレーションアプローチと社会資源の活用による支援   

保健指導をより効票的に行うためには、先に述べた地域特性との関連で支   

援することはもらろん、ポピュレーションアプローチを併用させ複合的に行   

うことや社会資源を効果的に活用することが必要であり、地域では比較的容   

易に併用、または活用することができる。   

職土或では、対象者カー職場に存在することからポピュレーションアプローチ   

の取り紹みは容易であるが、職場内の活用できる資さ原が限られることから、   

効果的な実施が困難な場合もある。近年、保健指導後のフォローアップが必   

要であり、それぞれの事業所での社芸資源力て不十分な揚石には、対象者が生   

活している地域の社会資源の活用も考慮されるようになってきている。しか   

し、労働者の就業時間などの視点からは、地域の社芸資源が現実的に活用し   

にくいことも多い。今後は、地域と有機的な連携をとりながら社会資源を効   

率白引こ活用していくことが必要である。  

ー
一
一
∽
I
 
 



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案  

（2）地域・職域連携による効果  （2）地域・職域連携による効果  

1）健診・保健指導における地域・職域連携の効果  1）健診・保健指導における地域・職域連携の効果   

地土或と職域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。しか   地域と職域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。しか   

し、今後は保健指導に利用できる資源を地域と職域が共有することにより、  し、今後は保健指導に利用できる資源を地域と職域が共有することにより、   
利用できるサービスの選択肢を増大させることも必要である。具体的には、  利用できるサービスの選択肢を増大させること毛必要である。具体的には、   

それぞれの有する保健指導のための教材、フォローアップのための健康教育   

プログラムや施設、さらには地土或、職域それぞれで展開されてきた保健指導   

の知識と技、術を有する人材の活用などが考えられる。これらは、対象者がサ   

ービスを主体的に選択し、行動変容と維持する可能性を高めるものとして期   

待できる。また、地上乱軌或とも費用、人的資源の効率的な運用力咽られる。  

これまで、地t或と職域は定年を区切りにそれぞれが展開してきた。しかし、   

連携することにより、対象者は退職後にも経年的な変化を理解してもらい、   

一貫した保健指導を受けることができる。   

2）健診・保健指導における地域・職域連携のための万策   

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要となる。地土或と職域   

それぞれが健診・保健指導に関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関   

する課題を明確にし、活動計画を立案した上で、実際の展開で共有できる部   

分と協力できる部分、独自で行うことがよい部分について情報交換の機会を   

もち、進めていくことが必要であり、保険者協書義会、都道府県や＝次医療箇   

の地域・職域連携推進協議会を活用することも有効である。  

それぞれの育する保健指導のための教材、フォローアップのための健康教育   

プログラムや施設、さらには地域、職域それぞれで展開されてきた保健指導   

の知喜哉と技術を青する人材の活用などが考えられる．これらは、対象者がサ   

ービスを主体白勺に選択し、行動変容と維持する可能性を高めるものとして期   

待できる。また、地域、職域とも費用、人的資源の効率的な運用が図られる。  
これまで、地土或と職域は定年を区切りにそれぞれが展開してきた。しかし、   

連携することにより、対象者は退職後にも経年的な変化を理解してもらい、   

一貫した保健指導を受けることができる。   

2）健診・保健指導における地域・職域連携のための方策   

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要となる。地域と職工或   

それぞれが健診・保健指導に関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関   

する課題を明確にし、活動計画を立案した上で、実際の展開で共有できる部   

分と協力できる部分、独自で行うことがよい部分について情報交換の機会を   

もち、進めてい＜ことが必要であり、保険者協議会、都道府県や二次医療圏   

の地域・職域連携推進協議会を活用することも有効である。  
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 3）㈱ 皐との連携   

平成20年度かう特定健診・牛鋸引呆健指導が医療イ呆隠者に義務づけう   

内臓脂肪症候群に昔日したハイリスクアプローチが被保険者・被扶乗車  

供されるLこの医療保険考によるハイリ抑チと、地土或・職曙連携  
推進協議会が地土或瀬を一  

体的に提供していくことが期待される。   

地域・職域連携推進協紳であ  

る調会における医褒章等  
凋 の分析や特定健現  

状や課題l≡ついて情幸榔題を 明ら  

狙にし、働こ  

より、地域・職域連携推進事業を進めていくことが望まれる。   
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案   

第6章 保健指導の実施に関するアウトリーシンク   第6享 保健指導の実施に関するアウトソーシンク   

（1）基本的事項  （1）基本的事項  

1）保健指導アウトリーシンクの必要性  1）保健指導アウトリーシンクの必要性   

これまでの健診・保健指導は、健診の受診率を上げることに重点が置かれ、  これまでの健診・保健指導は、健診の受診率を上げることに重点が置かれ．   

健診後の保健指導は付加的なサービスという位置つけであったが、今後は内   

臓脂肪症候群のリスクを肯する者に対する保健指導、すなわち個人の生活習   

慣の改善を支援する保健指導の実施が重要となる。このような保健指導は、   

老人保健事業の個別健康教育や国保ヘルスアップ事業で実施されて豊丘と   

ころであるが、これらの事業には人的資源が相当必要であることが明らかと   

なっている。また、健診■保健指導は医療保険者が実施することから、保健   

指導が必要な対象者が確実に把握され、実際に保健指導を受ける者がかなり   

多くなることも予測される。  

一方、内臓肥満症候群のリスクを有する者に生活習慣の改善を促すために   

は、保健師・管理栄真土等には高い専門性が求められ、保健指導の実績を積   

み重ね、研踵を重ねて保健指導の技術を高度化していくことが求められる。   

また、lT産業なとが開発する生活習慣改善支援機器を活用した保健指導方   

法の導入や、対象者のニーズを踏まえた多様な保健指導の実施体制が求めら   

れている。  

市町村や事業所・健保組合なとで健診後の保健指導に従事している現在の   

保健師、管理栄真土等の実施体制のみでは、増大する保健指導業務に十分に   

対応できないことか想定され、また、これらの機関で大幅な増員をすること   

が困難であることから、健診後の保健指導を行う事業者を育成し、このよう   

な需要に対応できる保健師、管理栄責士等を確保し、保健指導のアウトリー   

シンクを行ってい＜方向性が示されたところである。  

医療保険者は、アウトリーシンクに当たって、健診・保健指導業拐全体の   

目的を明確にし、事業計画を立案、そして評価を行うことが重要である。   

2）アウトリーシンクの目的  

保健指導のアウトリーシンクは、内臓肥満症慣群のリスクを肯する者に対   

して、個人のニーズに基づいた生活習慣の改善を支援する保健指導の提供体   

制を整備することが当面の目的であるが、将来的には、保健指導の量が確保   

されることにより保健指導の質の向上につながっていくことが期待され、効   

率的かつ質の高い保健指導を実現する体制をめざすものである。   

健診後の保健指導は付加的なサービスという位置つけであったが、今後は内   

臓脂肪症慣群のリスクを青する菅に対する保健指導、すなわち個人の生活習   

慣の改善を支援する保健指導の実施が重要となる。このような保健指導は、   

老人保健事業の個別健康教育や国保ヘルスアップ事業で実施されて立1旦と   

ころであるが、これらの事業には人的資源が相当必要であることが明らかと   

なっている。また、健診・保健指導は医療保険者が実施することから、保健   

指導が必要な対象者が確実に把握され、実際に保健指導を受ける善がかなり   

多くなることも予測される。  

一方、内臓肥満症候群のリスクを有する者に生活習慣の改善を促すために   

は、保健師・管理栄責士等には高い専門性が求められ、保健指導の実績を積   

み重ね、研鑓を重ねて保健指導の技術を高度化していくことが求められる。   

また、1T産業などが開発する生活習慣改善支援機器を活用した保健指導方   

法の導入や、対象者のニーズを踏まえた多様な保健指導の実施体制が求めら   

れている。  

市町村や事業所・健保組合などで健診後の保健指導に従事している現在の   

保健師、管理栄養±等の実施体制のみでは、増大する保健指導業務に十分に   

対応できないことが想定され、また、これらの機関で大幅な増員をすること   

力咽難であることから、健診後の保健指導を行う事業者を育成し、このよう   

な需要に対応できる保健師、管理栄黄土等を確保し、保健指導のアウトリー   

シンクを行っていく方向性が示されたところである。  

医療保険者は、アウトソーシンクに当たって、健診・保健指導業務全体の   

目的を明確にし、事業計画を立案、そして評価を行うことが重要である。  

2）アウトリーシンクの目的  

保健指導のアウトリーシンクは、内臓肥満症候群のリスクを肯する者に対   

して、個人のニースに基づいた生活習慣の改善を支援する保健指導の提供体   

制を整備することが当面の目的であるが、将来的には、保健指導の量が確保   

されることにより保健指導の質の向上につながっていくことが期待され、効   

率的かつ質の高い保健指導を実現する体制をめざすものである。  
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